
「学習指導要領」改訂のねらい=改 悪教育基本法の定着
～ 「戦争をする国 。日本」を支える愛国青年の育成～

今春、文部科学省 (以下 「文科省」と略)

は、学習指導要領を改訂し、小学校は2011

年度から、中学校は 2012年 度から全面実

施すると発表しました。

しかし、文科省は、移行期間であるのに、

すでに今春から 「文部科学広報」や 「通達」

などで、理 ・数の分野など多くの領域での

前倒し実施を強制しています。

(1)改 悪教育基本法の理念の

定着をめざすもの

この新学習指導要領の第一の特徴は、改

悪教育基本法の理念を具体化し、徹底する

ためのものであることです。文科省は、今

回新学習指導要領の冒頭に、あえて改悪し

た 「教育基本法」を前文に掲げたのです。

その意図は、「教育の主権は、国民にではな

く、国家にあるのだ」とする改悪教育基本

法の理念を定着させようとする文科省の決

意を示すためであることは明らかです。

(2)愛 国心を魂に

すりこむことをめざすもの

第二の特徴は、「日本人としての自党」「国

を愛する心情と態度」を子どもたちの魂に

たたきこむことを心棒にすえていることで

す。

そのために、すべての学校|こ「道徳教育

推進教師」を置き、道徳の時間だけでなく、

すべての教科の時間で、すべての教育活動

の中で道徳教育に取り組むべきものである

と義務づけているのです。

今回、同時に発表された 「幼稚園教育要

領」においても、「国旗 ・国歌に親しませ

る」などが強調されています。さらに、小

学校はもちろん幼稚園の子どもにまで

「『君が代』を歌えるように指導すること」

とつけくわえられました。まさに 「三つ子

の魂」から愛国心に染めあげ、戦争をする

国を支える国民 (兵士)と しての自党や心

情をたたきこもうとするものです。

(3)エ リー ト教育のすすめ

第二の特徴は、エリー ト教育を強力に推

進することをめざしていることです。今回

の改訂では、「ゆとり教育」をバッサリ切 り

捨てた上で、30年 ぶりに授業時間の増加

に踏み切り、「基礎基本の知識の習得」をこ

れでもかとばかりに盛り込みました。さら

に、学んだ知識を 「活用する力」、学んだこ

とを表現する 「言語力の育成」と 「表現カ

の育成」をすべての教科に義務づけていま

す。

ところで、文科省は、今まで学習指導要

領でしめされている指導内容を実質上の上

限とし、それを超える指導に 「歯止め」規

定を付記していました。しかし、今回から

この 「歯止め」規定を撤廃したのです。そ

の意図は、習熟度別学習や、小。中一貫校、

中 ・高一貫校などで、学習指導要領におけ

る学年などの垣根を無視して、どじどしエ

リー ト教育を推進することを可能にしたこ

とにあります。

このような問題解決能力(「活用する力」)

やコミュニケーション能力 (「言語力の育

成」)を含んだエリー ト教育・能力主義教育

の推進を号令した文科省のめざすところは、

財界の強い教育要求に応えることにほかな

りません。「教育再生会議」や 「中央教育審

議会」などの場で、財界の代表たちは、「わ

が国の国際競争力の低下は教育に問題があ

るからだ」とか、「中国やインドなどの経済

発展の背景には、理 ・数分野のエリー ト教

育の充実がある」などと焦燥感をつのらせ、
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文科省を突き上げてきたのです。

文科省は、この新学習指導要領の徹底

をはかるために、昨年にひきつづき今春

も 「全国学カテス ト」を強行 しま した。

この学カテス トと学習指導要領 を リン

クさせて、文科省は直接に各学校 と子 ど

もたちをチェックし、教職員への管理 ・

支配を強化 しています。

私たちは、学習指導要領の改訂とその

実施は、教育の死を意味することを、あ

らゆる場で訴えていきましょう。

政府 ,文科省や財界による日本の国益

を支える国民づくりの教育は絶対に許し

てはなりません。そして、偏狭な愛国主

義の若者を大量にうみ出す 「狂育」とも

言うべき危険な道に、声を大にして反対

していきましょう。(K)
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愛国心教育は「戦争をする国」の人材育成

《危険な政治家による危険な教育改革》

2006年 9月 、改憲に執念を燃やす危険な

右翼政治家・安倍晋三が音相に就任してから、

この国の教育政策は大きく変貌した。一日で

言えば、戦前の皇国史観に彩られた軍国主義

復活をめざす教育路線へ舵を切つたことであ

る。その最も象徴的な出来事が
“
愛国心教育

"

の強要である。

安倍内閣はまず、「教育基本法改悪案」を

同年 12月 に与党で強行採決し国会で成立さ

せた。新教育基本法の最大のねらいは、戦カ

の保鋒 Ⅲ雲の交戦権を認めず戦争の放棄を明

確に規定している日本国憲法第9条 の理念を

否定し、現行憲法と教育とを分断することで

ある。新教育基本法は、新たに 「第2条  教

育の暴標どという条項を設け、同条5項 に生

徒へ愛国心を強制する次の文言を掲げた。

「伝統と文化を尊重し、それらをはぐ

くんできた我が国と郷上を愛するとと

もに、他国を尊重し、国際社会の平和と

発展に寄与する態度を養うこと」

この第2条 〈教育の目標)は、教育課程 (カ

ジキュラム)を 直接約束するものであるから

「愛国心教育室の強要な生徒だけの問題では

なく、教師たちの学習指導をもしばることに

なる。したがつて 「国を愛する態度を養う」

ことを生徒に教えない教師は 「不適格教師」

とされる。

《新学習指導要領でも愛国心教育を軸に》

改悪教育基本法につづいて成立した 「改悪

学校教育法どでも、〈義務教育のヨ標〉として

軍我が国と郷上の現状と歴史の正しい理解、

国と舞土を愛する態度、国際理解、国際協調

などの育成をする」ことを補足的に追力畳して

いる。ここでいう 「歴史の正しい理解」とは

何を意味するのか。アジアの民衆2000万 人を

殺 した侵略戦争を、自存自衛のための正義の

戦争だったと教えることなのか。 この文言に

は 「『自虐史観』にもとづいた歴史は間違いな

ので教えるな」という教師への脅迫じみた意

図が顔を出している。

安倍内閣の後を継いだ福国内閣も
“
愛国心

教育
"を

踏襲し、一段と強制している。今年

3月 28日、官報で告示された小 ・中学校の新

学習指導要領でも、第一章の総則に 「わが国

と郷土を愛じ」という記述を改めて追加し、

さらに小学音楽では 「君が代」について 「歌

えるように指導する」と明記、愛国心とつな

がる国家主義を謳つている。

また、中学社会では 「わが国の安全と防衛」

に力『えて「国際貢献について考えさせる」と、

自衛隊の海外活動を想定し、それを正当化さ

せる文言が挿入されている。

電機前の教育一一教育勅橋の内容を

具体化した 「俸身」と「目史J》

この国では戦前、天皇絶対の皇国史観によ

る教育で天皇に命を捧げることを名誉とする

多数の国民を育成し、侵略戦争の担い手とさ

せた。国家の方針として、なぜ皇民化教育が

行われたのか。欧米の列強に対抗するため、

明治政府は富国強兵の政策をうち出したが、

教育方針もこの政策に密接に結びついていた。

当時の狂気じみた教育の実態を検証し、直視

することは、歴史の針を逆戻りさないために

も必要であろう。

戦前の皇民化教育の柱となつた教科は 「修

身 (道徳)」と 「国史 (日本史)」だつた。そ

して、この二つの教科のバックボーンとなつ

たのが1890(明治23)年に明治天皇の名で発

布された 「教育勅語どである。「勅語」ではま

ず冒頭で、日本は皇室の始祖である天照大神

が造り神武天皇が開いた国であり、歴代の天
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皇が治める君主国であることを明記。だから

万一国家に危急の事態が起こつたときは、国

民rま勇気を奮い起こして天皇 ・国家 。公共の

ため〔こ尽 くすことが義務と誹1示している。

《「戦争」へ直結した、天皇絶対の

国家主義で生徒を洗脳一一載前の教育》

教育競語で示された教育方針を具体化する

ために、小学校の 「修身」では、祖先が残し

た美風である親への孝行や兄弟は仲良くなど

の道徳 (封建的倫理観)を 説きながら、非常

時には国のために尽くす君主国家の題民とし

ての心構えを随所にもりこんで生徒を洗月凶し

た。

「憲史どでも、日本が万世一系の天皇が永

久に君臨じ支配する神国であることを徹底さ

せるために、科学的 ・歴史的根拠のない天の

岩戸や高千穂への天孫降臨伝説など記紀の神

話を真実の歴史として教え、天皇への忠誠心

を養成した3小 学校で神話上の初代神武天皇

から 『124代 」昭和天皇までの全員の天皇の

名前を靖記させられ、小 ・中学生とも登 ・下

校時には校庭の 「奉安殿 (天皇の写真をおさ

めた建てもの)」に敬礼することが義務づけら

れた。

今回の新学習指導要領で 「日本の伝統文化

を尊重する」と称し、国語で神話 「因幡の白

兎」を読み開かせると指導しているのは、か

つての皇民化教育の犯罪的ともいえる弊害を

全く反省せず、むしろ復活させる意図がみえ

みえである。

また、中学校には陸軍から現役の将校を各校

に酉こ属させて、教職員と生徒を監視・管理した。

将校は、生徒に軍隊での兵士の規範を定めた軍

人勅諭の全文を暗誦させ、軍事教練を指導 して

戦場に臨む武士道の精神をたたきこんだ。

今回の新学習指導要領では、保健体育で 「武

道」を必須科目としているが、これは子供のと

きから心身を鍛錬 し、将来兵士として役立つこ

とをねらつているとも言える。

戦前の皇民化教育は、「戦争」へ直結する強

烈な国家主義と結びついていた。しかも、植民

地の朝鮮・満州などアジア諸国にも強要 したの

である。この歴史的事実を決 して忘れてはなら

ない。今また、同じ闇の道を辿ろうとしている

権力者を監視 しようG

《愛目心教育の目的は、有事のとき

国家に命を簿げる国民づくり》

この国の権力者は、今なぜ教育の現場に 「愛

国心」を浸透させようと躍起になっているのだ

ろうか。彼らが考える理想の国家像 ・国民のあ

り方とは、国家の施策に一切異を唱えず国家体

制に従順に隷属し、いざという有事のときは国

家のために命を捧げる国民である。好戦国アメ

リカに追随し、日米一体の戦争へ自衛軍の派遣

を想定している彼らは、戦場に抵抗なくおもむ

く兵士の予備群を養成する必要があるのだ。

新学習指導要領による国家のための教育が実

施されれば、この国の教育や社会は破壊される

だろう。戦前の過ちを再びくりかえしてはなら

ない。誤つた愛国心を教えるべきか否か、どう

対処すべきか、現場の教職員たちの苦悩は深い

が、
“
教え子をふたたび戦場に送るな

"と
いう戦

後まもなく掲げられた日教組のスローガンを改

めて想い起こそう。新たな蘭いが今、求められ

ている。(I)

【会長の方からの一言メッセージ (秒)】

☆ 良くならず霧くなるばかり。どうすればいいか。声を上げ、伝えることの大雅 。

☆ 労働者への弾底を許さない。ともに轟いましょう。

☆ 地道な活動、とても大事なことですね。自分なりのベースで歩いていきたいと思

も ヨヽE I「。



「生きる力」とは?

文科省は、新たな学習指導要領の 「理念 (生

きる力)!ま、変わ りませんどと言つています。

「ゆとり教育の見直 し」を宣言 したにもかか

わらず、新たな学習指導要領においてなんら

新たな指導理念を打ち出すことができなかつ

たのはなぜで しょうか。

1.新 たな「生きる力」の解釈がえ

10年 前掲げられた 「生きる力Jは 、
“
知育

偏重 と何でも平等主義の画一的な戦後教育が、

値牲や意欲に乏 しい子 どもをつくつた
"と

い

う 「分析」にもとづいて主張されました。 し

か し小泉式 「構造改革」のもとで 「学力低下」

の元凶として 「ゆとり教育」が非難 されその

見直 じが叫ばれたのでした。

新たな指導要領は、明らかに現行指導要領

とは大きく変わつています。現行指導要領に

おいては 「ゆとり教育」の名の下に 「自ら考

えどることに力点を置き、「指導」ではなく「支

援」だとしていたのです。 「学習意欲、関心、

態度」といった内発的な意欲を喚起する方法

を提唱 していたので した。

しか し新たな指導要領では上からの 「指導」

をつよめ、「基礎基本を確実に身につける」こ

とを第一義 としながら、「自ら考える」内容 も

PISA型 学力を基準とした 「活用力」を身

につtすさせることに変えられたのです (「確か

な学力」)。 し かも、あらかじめ決まつている

「もつて生まれた才能」を 「多様に伸ばす」

こと、つま り能力主義を露骨に評価 し、教科

内容 と韓数 も増や しながら、ついていけない

子 どもの教育を事実上放棄 し、成績上位者ヘ

教育投資をするものへと変えられました (「歯

止め規定」の解除)。

しかも 「徳里の面では、言国を愛する態度を

養 うど として愛国心教育をお り込み、政府や

社会に反抗 した り自棄的行為に走つた りしな

いように 「公共の精神」、「規範意識」を うえ

つけようとしているのです。「主体的に」とか

「自ら考え」とい う表現は国家社会に 「奉仕」

することであり、「自己責任どでやれ とい うこ

とに変えられているのです。そ して 「体」も

健康増進法、食育基本法等によって、国家の

方針に従つて、家庭に子 どもたちの生活 を管

理、鍛錬 させるものへと変えられたのです。

これ ら 「差別選別」教育 と、愛国心教育を根

幹 とした徳育、体育とは一
体です。

2.「 生きる力Jの意味

なぜ このように変えたので しょうか。 日本

経済が新 自由主義経済へ傾斜 したことを基礎

とし、2000年 末教育改革国民会議の答申最終

報告が出された頃か ら事実上 「ゆとり教育」

を転換 したことによつて、子 どもたちの教育

格差は拡大 し、学習障害、モラルの崩壊が生

み出されて しまいました。 これ らは彼 らのエ

ジー トづ くりの失敗でもあります。

このような事態を前にして、教育基本法を

改悪 した政府 ・文科省は、表向きの 「ゆとり

教育」をもかなぐり捨て、な りふ り構わず国

家主義、能力主義教育に拍車をかけようとし

ているのです。なぜならアメ リカ型新 自由主

義経済につき従 うことしか術がない 日本政府、

独占資本は、経済成長の著 しい中国、イン ド、

ロシアと対抗 していくために、新たな技術開

発やエネルギーその他の資源の確保が死活FH8

題になっているからです。そのためにアメ リ

カの 「一超」世界軍事支配をささえつつ、中

国、ロシアに対抗する 「戦争のできる国」 と

して 日本を飛躍させることに しか活路がない

のです。 このような 日本政府、独 占資本のか

かえる問題を打開する人材を作るには猶予が

ありません。「能力主義」的に効率よくエ ジー

トを育て、国益や企業の利益に従順に従 う教

育が必要なのです。
“
個性や意欲に富んだ

“
とい う意味での「生

きる力」か ら、競争 と格差を大前提 とした上

で、その中で 「奉仕」と 「自己責任」で
“
生

きていける力
"と

い う意味での 「生きる力」

への変質なのです。 (O)      す



強化される能力主義教育

《工 ター ト教育導入のための

「歯止め」規定廃止》

文科省は、新学習指導要領で示 している

内容を 「すべての児童に対 して指導する」

とい う 「最低基準」として提示 しま した。

その上で 「示されていない内容を加えて指

導することができる」 と明記 しました。つ

まり
“
できない子

"に
!ま:最低基準」 とし

て、再基礎釣 ・基本的無議および技能」を何

国もくりかえすことによつて習得 させる。

そ して
“
できる子

"に
はより進んだ学習内

容をどしどしやっていいことを示 したので

す。

すでに学校現場では 「個に応 じた指導」

の名の下で 「習熟度別学習」や コース選択

授業などがとり入れ られ、能力別学習が広

がつています。 しかし、現行学習指導要領

の下ではそれを 「最低基準」とし、「発展的

学習」が認められていま したが、それには

言一定の歯止めどがかtすられ、学年の内容

は枠づけされていました。 この 「歯止め」

があったので、「習熱度別学習」での上位 ク

ラスや小 ・中一
貫校でも学習内容に制限が

あつて、学年を超えての学習ができなかつ

たのです。「できる子はどんどん伸ばす」と

い うエ ジー ト教育にとつては種桔です。そ

れで、新学習指導要張では 「歯止め理をな

くし、学年の垣根をとつぽらつて指導 して

いけるようにしたのです。

1

東京都をは じめ多 くの都市部では、学校

選択制によつて、学校間格差がつ くられ、

エ リー ト校 と底辺校に選別 されてきていま

す。同一校でも 「習熟度別学習」によつて

学習内容に差がつき、子 どもたちの学力格

差はさらに広がっています。小学校 1年 生

から 「差別 ・選別」の教育が行われ、
“
でき

る子
"“

できない子
"と

レンテルばりされ、

国定化 され、子どもの中に学力の 戸勝ち経」

「負け紅」がつくられているのです。 これ

からは 「歯止め」がなくなつたのでさらに

格差が広がつていくで しょう。

《能力主義を強化 した改悪教育基本法》

文科省は、改悪教育基本法において 「能

力に応 じて」教育することを、教育 目標、

教育の機会均等、ならびに義務教育の項に

掲げました。「個人の価値を尊重 し」と、あ

たかも 「個性を尊重する」かのように言い

ながら、実は 「その能力を伸ばし」とい う

文言を入れ、能力主義を強化 しました。そ

して、今後法律で 6・ 3制 の見直 しや教育

ヨースの多様化、早期の選劇 (飛び級など)

をも可能にする文言を入れました。 この改

悪教育基本法にふまえ、新学習指導要嶺!ま、

より 「差別 ・選別」=能 力主義を強化する

ものに変えられたのです。

《教育の機会均等の理念を否定》

さらに
`08年

4月 に、中央教育審議会↓ま

「教育振興基本計画答申」を発表 しました。

これは、「教育の機会均等」の理念をも公然

と否定するものになつています。

すなわち、今年 2月 に出された素案では
「
教育を受けることを望む人が、経済的理

ど



由によりその希望を断念することなく、そ

の意欲 と能力を伸ばす ことができるよう家

計の教育費負担の軽減に向け取 り組む」 と

されていました。ところが4月 の答申では、

「能力があるにもかかわ らず、経済的な理

白により、修学が困難なものに対 して、奨

学の措置を講 じる」と書きかえられたので

す。

つまり、「能力があるもの」だけに資金を

援助する、能力がなければたとえ学習意欲

があつても援助 しない、と言つているので

す。
“
能力のない貧乏人

"は
教育を受ける権

利は保障されないとい うことです。

このように、/J学ヽ校から 「差丹可・選別」

教育を受!ナ、貧困の中で充分な教育を受け

られなかつた子どもたちが、成長して学習

意欲を持つたとしても、きりすてられるの

です。他方、生まれた時から裕福な家庭で

「充分な」教育を受けた子どもは、
“
できる

子
"と

してさらにエリー ト教育を受け、「勝

ち組」として将来が約束されていくのです。

家庭の経済格差は、子どもの学力にはね

返り、その学力格差は能力主義教育によつ

てより拡大しています。能力主義教育は子

どもたちの学習への意欲や教育そのものを

破壊するばかりでなく、家庭の経済格差を

次世代へと連鎖させ、格差社会をさらに拡

大させていくのです。(0)

【東京新聞 9月 8日】
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「特別支援学校」の現状

東京都は今年度 (`08年 度)か ら養護学

校を特別支援学校 とした。 これまでも、都

立の養護学校の生徒は減つているのに、教

育予算がかかるということをキャンペーン

してきた。 しかし、学校数が減ることによ

り (聾学校は、全部で 2校 になつてしまつ

た)、実際に通えない子 どもたちがでてきて

いる。また、知的障害児学校は生徒が増え

つづけていて、す し講め状態だ。保護者 も、

養護学校への抵抗が音ほどはなく、専門的

な教育が受けられると、特別支援学校を選

択するようになつてきているように思 うし、

通常学校での子どもの状況が大変になつて

きているがゆえに、教師にも余裕がなく、

大変な生徒は特別支援学校へとい う流れが

できているとも開く。

学校の統廃合は年度の途中でも行なわれ、

今年度も隣接 している技体不自由の学校 と

知的障害児の学校が 「併置」とい う措置に

より統合 された。その結果、管理職、事務

職員が三分の一ですむ と称 して、 リス トラ

が行われた。

かつて美濃部都政の下、東京都では全員

就学が高等部まで早くから実現 し、養護学

校では小規模ゆえに、以前は生徒
一人一人

が大切にされていた。 しかし今 日ご他開に

もれず、学校 もNPM(ニ ューパブ リック

マネージメン ト)の 対象になっている。そ

の理念:ま経済至上主義で能力主義であり、

競争原理にさらされている。特別支援学校

では就労率で学校評価がされるので卒業時

に何人企業就労させたかが問われ、進路が

子 どもの個性や将来を見据えたものになっ

ていない。 3月 に就職 させたら1週 間後に

首になっても、 5月 に職場にあわなくて う

つ病になってしまって職場を去っても学校

の知るところではない、という状況になっ

ている。

授業のカリキュラムもそれにあわせ、高

等部は教育というより職業訓練校のように

なつていて、重度の子どもたちは置き去り

にされるような状況になつてきている。

(B)

《特別支援教育に関す る情報》

1,特 別支援教育の導入目的 (理由)は 、

「これからの教育をしつかりやるため、

授業妨害をする子どもへの毅然たる対

処と、障害児教育の肖J減」と、研修会で

講師が述べていました。

2.品 川の第一日野小学校が、幼 ・保 ・刀ヽ
一元化の新しい学校になるという動き

の中で、そこに近隣の別の小学校の特別

支援学級を移 し、併合すると区が説明

し、保護者が不安で大騒ぎになつたそう

です。

幼稚園と保育園に、障害児学級はこれ

まではありませんでした。区内の別の学

校の研究会で、講師が 「これまでの教育

の弊害は、子どもの脳の能力に応じて教

育を仕分けてこなかったことだ。脳科学

にふまえた教育を」と述べていたことと

合わせて考えると、恐ろしい動きです。

幼いうちから、能力 ・適性ごとに分けて

いくということでしょうか?

(「7・ 23学 習会」で寄せ られた 「感想1か ら)



小学校 「音楽」の危険な 「襲国心教育」

政府 ・文科省は、新 「教育基本法」や 「学校教育法」改悪にもとづく新学習指導要領の小学
校 「音楽どにおいて 【国歌 「君が代どは、いずれの学年においても歌えるよう指導すること】
と、指導をさらに徹底することを命令しています。そして第1章総則 【「目標」を達成するよう

教育を行うものとする】と、「君が代」を強制し義務化を図ろうとしています。また、歌唱共通
教材は、【必ず指導するものとする】として、1～ 4学年は4出すべて扱う(現行は4出中3曲)、
5・ 6学年は4曲 中3曲を含めて扱う (現行では4出 中2曲)と 、必ず指導しなければならない

曲数を増やしています。共通教材と称し歌β昌教材を露骨に指示し歌わせようとしているのです。

〔第 1学 年〕 ★ 「君が代」

《 共 通教材 》

☆ 「うみ」     (文 部省唱歌)

☆ 「かたつむ り」  (文 部省唱歌)

☆ 「ひのまる」   (文 部省唱歌)

☆ 干ひらいたひらいた」(わらべ うた)

☆ 「かくれんぼ」  (文 部省唱歌)

☆ 「春がきた」   (文 部省唱歌)

☆ 「虫のこえ」   (文 部省唱歌)

☆ 「夕やけこやけ」  中 村雨紅作詞 草 川信作曲

〔第2学年〕 ★ 「君が代」

〔第 3学 年〕 ★ 「君が代」 ☆ 「うさぎ」

☆ 「茶つみ」

☆ 「春の小ブ||」

☆ 「ふ じ山」

(日本古謡)

(文部省唱歌)

(文部省唱歌)

(文部省唱歌)

〔第4学 年〕 ☆ 「君が代」 ☆ 「さくらさくら」  (日 本古謡)

☆ 「とんび」   葛 原 しげる作詞 梁 田貞作曲

☆ 子まきばの朝」  (文 部省唱歌)

☆ 「もみ じ」    (文 部省唱歌)

☆ 「こいのぼり」  (文 部省唱歌)

☆ 「子もり歌」   (日 本古謡)

☆ 「スキーの歌」  (文 部省唱歌)

☆ 「冬げしき」   (文 部省唱歌)

☆ 「越天楽今様」  (日 本音謡)

☆ 「おぼろ月夜」  (文 部省唱歌)

☆ 「ふるさと」   (文 部省唱歌)

☆ 「われは海の子 (歌詞は第 3節 まで)」(文部省唱歌)

〔第 5学 年〕 ★ 「君が代」

〔第 6学 年〕 ★ 「君が代」

このように、何故に 「君が代ど、「共通教材」  か つて軍国主義の象徴であつた 「日の丸」・「君
歌唱曲を強制してくるのでしょうか。     が 代」を 「国旗 ・国歌J(1999年 )と して法

制化しました。そして今、政府 ・文科省は、
政府 ・文科省は、柔らかいみずみずしい感  守 るべき日本国家の象徴としての 「天皇につ

性をもつた子どもたちに、愛霞心を想養する  ぃ て理解 と敬愛の念を深めるようにするこ
に|ま「音楽」のメロディーと歌詞がもつとも  と 」(6年社会に明記)と 、天皇をあがめ奉る
効果的であり重要であると考えているのです。 教 育の内容にしています。このことからも、

?



「君が代」を繰 り返 し歌 うことをつ うじて、

身 も心も日本国民 としての (天皇を中心とす

る)愛 国心を育成 しょうとしていることがわ

か りますc教 科書では、国歌 干君が代どは、「日

本の国がとヽつまでも栄え続け、平和であ りた

いと願つた歌です」 と説明 していますが、過

去にはた してきた靖黒の歴史を反省すること

なく、意味を言いかえて歌わせ ようとしてい

るのです。

歌唱共通教材は、ほとんどが文部省唱歌 と

して戦前から歌われてきたものです。共通教

材には外国の曲は 1曲 もなく、全て 日本の歌

で しめられています。につぽんの海、につぽ

んの野や出、にっぽんの握季……美 しい日本、

そ して懐か しいふるさと (郷土)を 費美する

曲がちりばめられています。「君が代」と歌唱

共通教材は一体のものなのです。この両面か

ら音楽教育は、「愛園心教育どの要として強制

され ようとしているのです。

戦前、侵略戦争 と戦意高揚に大きな貢献を

果た してきた軍歌や戦時歌謡 と呼応 して学校

教育では唱歌のなかで天皇の赤子 としての教

育が、再君が代」を歌 うことをつ うじて徹底 さ

れたのです。そ して、歌唱の共通教材にある

ような文部省唱歌を繰 り返 し歌 うことが、兵

隊さんへの応援歌 とな り、子 どもたちをお国

のために立派な兵隊さんにな ります とい う心

をもつた、軍国少年、軍国少女にしていつた

のです。

また、メロディーは同じで歌詞だけを戦後

かえたものもあります。 これは、政府 ・文科

省が戦前の歌詞のついた歌に良さを感 じてい

るか らこそ、それ らの歌を子 どもたちに覚え

させ ようとしているのです。 1年 生の 「ひの

まる」は、「アア、イナマシイ、ニホンノハタ

ハさか ら、戦後になって 「ああ う つ くしい

にほんの子または」にかえられて歌われていま

す。

国心を増的に表現していて身につき幼兵がある。この
ことからどんなに政目が大手かわかる。

が曇京盤 選替播 離 岳:署霙経竪|

6年 生の 「われは海の子」は、 3節 までと

指示 されていますが、戦前は、 7節 まであっ

て、7節 には 「いで、おおふねをの りだ して、

われはひろはん、 う みのとみ。いで、ぐんか

んにの りくみて、われはまもらん、 うみのく

に」 とあ ります。軍艦に乗 り組んで海国 層本

を自分たちの手で守つていくのだとい う子 ど

もたちの軍歌の役害Jを担っていたのです。そ

れを 3節 までとしたのは、戦後民主教育の中

で育つた世代や反戦の思いを抱 く戦争体験者

の反発に、考慮せ ざるをえなかつたのではな

いで しょうか。政府 ・文科省は、そ うまで し

ても戦前の
“
軍歌

"を
残 したいのです。

文科省は、政府 ・財界の強い後押 しを うけ、

中学校社会 ・公民で 「日本の安全 と防衛およ

び国際貢献について考えさせ る」ことを、重

要な課題 として取 り上げ教育 しようとしてい

ます。小学校音楽は、その土台作 りなのです。

そ して、「国際貢献のため」と称 し、戦乱の

地イラクに自衛隊を派兵 しているのが、現在

の政府なのです。 さらに、今後 も、アメ ジカ

と一体 となつて、どじどじ他国の戦争に加担

できるようにしたいのです。そのために、自

衛隊を海外派兵する恒久法を追求 し、平和憲

法もかえ、あらゆる手段を駆使 し、日本を 「戦

争のできる国」にしようとしているのです。

このように、 日本を 「戦争のできる国どに

するために、政府 ・文科省は、「国家のために

命を捧げる国民づ くり」をなん としても達成

しようとしています。そのために、「愛国心教

育」を教育の中心にすえ、強化 しようとして

いるのです。

歌唱 (戦前は唱歌)は 、心に響き感性に受

容 され記憶に刻まれていくものです。だから

こそ戦争に駆 り立てる手段 としては、もつと

も有効なものとして悪用 されてきま した。今

ふたたび、政府 ・文科省によつて、「音楽ど:ま

愛国心育成の手段にされているのです。 この

ままでは、幼い人格の感覚までもが、軍国主

義の思想 とナショナ リズムに染め上げられて

いくことは明白です。それは、過去の血塗 ら

れた 「日の丸」・「君が代」の歴史が ものがた

っています。

このような教育は、決 して許せません。私

たちは、子 どもたちを戦争の担い手に しない

ために、教職員 と連帯 して、新学習指導要鎮

に反対の声をあげていきましょう。 (S)北村小夜さんのことば

々



『食育」国民運動の危険性

tB新 学習指導要領 「総Hll」に
“
食育

"

子総則」第 1章一般方針の3「学校における体育 ・健康の指導」中の 「体力の向上」

の前に、特に力をいれることとして、新たに 「学校における食育の推進」という雷標

が入 りました。政府 ・文科省が 「食育」を重視 していることがわかります。そして、

この 「食育」を体育、家庭科、特別活動などにおいて指導するとあります。ここでは

子家庭科坦の
“
食の指導

拶
|こしlrFつて考えてみました。

「家庭科どの食にかんする改訂点 (小学校 =小 、 中学校 =中 )

| 1内容〉家庭生活 家族、衣、1家庭生活 ・家族、食、衣、住の順に展開 (/J )ヽ

食、住の順に展開 (′j )ヽ

〈内容の取 り扱い〉

締かな栄養 素や食品成分表の

数値は取 り扱わない   (/!ヽ )

〈内容の取 り扱い〉

く内容〉

生活の自立と衣食住

上の表からわかることは以下のことです。
。'05年 「食育基本法」の成立を受けて
“
食

"の
指導を重くしていること

・朝食欠食の問題など食生活の乱れを

自党させようとしていること
・改悪教育基本法にもられた 「伝統文化

を尊重じ」「それをはぐくんできたわが

国と郷土を愛する」ことを教える場とし

たこと

学校給食でも 「栄養補給の場とするだけ

でなく、食材の生産者や生産過程、流通や

食文化を学ぶ場と現確|こ位置づける」「改正

教育基本法にもりこまれた伝統文化を学ぶ

五大栄養素を扱 う ( / ハ )

米飯やみそ汁が我が日の伝銃的な日常食であること

にもふれること (/j)ヽ

1食生活 と自立

(中) 衣生活 ・住生活 と自立 (中)

観点も重視」「地元で昔から使われる食材を

給食に活用し、生産者 との交流や生産現場

での体験を通 じて感謝の念や郷土への愛着

を育てる」ことを明記する 「学校給食法」

に改訂 しようとしています。

「食生活の音Lれ」が子どもたちの体力 ・

気力を奪っていると想定し、「体育」ととも

に 「食育」で強驚な体づ くりをするととも

に愛国心をも育成 しようとする政治的 目韓

を家庭科にもりこんでいます。

そして、この学校での 「食育」は、
'05年

成立した 「食育基本法」でうたわれた 「食

育」国民運動の一環でもあるのです。
ナ|

〈内容〉食事の栄養的特徴 を

知る         (小 )

食事の役害」を知 り、日常の食事の大切さに気づく

楽しく食事をするための工夫をする (イヽ)

〈内容〉         |〈 内容の取扱い〉地域の又は季節の食材を扱 うだけ

房常食や地域の食材を生か し1でなくその意味を教える

た調理の工夫     (中 )1地 域の伝統的な行事食や郷土料理を扱 うこともでき

る                      (中 )



`07年
版 「食育白書」(内閣府発行)には、

「国民運動としての食育の推進」の全体像

が示されています。

2.「食育基本法」では

「食育基本計画」の中で、方針を以下の

ようにたてています。

① 国 民の心身の健康の増進と豊かな人

間形成

② 食 に関する感謝の念と理解

③ 食 育推進運動の展開

C 子 どもの食育における保護者 ・教育

関係者の役割

⑤ 食 に関する体験活動と食育推進活動

の実践

〇 伝 較的な食文化、環境と調和した生

産者への配慮及び農山漁村の活性化 と

食糧自給率の向上への貢献

② 食 晶の安全性の確保等における食育

の役割

以上の方針のもと、国=政 府が主導 じ

て学校や企業などをまきこみ、「国民連

動」として推進 しています。(頁下の資料

参照)

3口 「食育基本法Jの 問題点

1)食 生活のくずれや食の問題を家庭や

霞員の責任や自党の聞題にし、道徳的

に解決しようとしていることです。原

因は、働 く人たちへの貧困や深夜労働

の強tllやジャンクフー ド※、イ

ンスタン ト食品の氾濫です。こ

れは政府の政策や企業経営者の

利潤追求に起因しています。少

ない予算の中で民間活力の利用

でのりきろうとするため、食の

安全も保証されないでしょう。
※ カ コリーは高いが他の栄養窯があ

まり含まれていない食品。

主〉「国民運動」として展開してい

る問題です。国民に責任を負わ
せつつ 「自発的」に動いている
かのような形で取り組ませるこ

とは、政府への批判を封 じ、かつて戦

争に向かってつきすすんだときのよう
に、食生活も政府が主導 して、国民を

統合 しようとしているのです。

3B「 食育Jに 追われる学破

東京都では、「早寝 ・早起き 。朝ごはん」

のスローガンのもと、栄養教諭 (全都で 5

名)・栄養士 ・養護教諭 ・教諭に強力な取 り

組みが要請されています。
'07年

には、6800

件もの推進事業が計画されました。内実は、

食にかんする講演、展示、標語 ・レシピ募集

表彰、授業公開、研究授業、稲刈 り体験など
一大キャンペーンです。企業に丸ごと依頼 し

た授業を行つたり、早朝ボランテイアを募っ

て希望児童に朝食をたべさせた りしていま

す。学校の食育に参入する企業もふえてきて

います (日本マクドナル ド、日本ハム、味の

素、カルビーなど)。

多忙な学校現場をさらに追いつめている

姿が目に浮かびます。

利潤のために毒入り食品でも流通させて

しまう問題は、給食にまでおよびました。

安い食品を買わざるをえない低賃金で働

く者 ・低所得者にも食の問題は深刻です。

「食育」国民運動は政府や企業経営者の間

題を覆いかくすものでもあります。

私たち働く者 ・市民は、この 「食育」国民

運動に反対の声をあげましょう。(R)

【資料】2007年版 「食育白書」(内閣府発行)より

食育推進体制

く食育に関する施策の総合的・計画的立奏、実施>

地方公共団体

都道府県      市 町村

く地域の特性を生かした施策の立茉 実施 >

く相互に緊密を

連携協力 >

く全国すべての

地域で展開>

ポランティア

残林漁業者 (   食 品関連事業者

国民運動として食育を推進

国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成

/乃


